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村長の見識を疑う－再質問 
 
当会より貴殿に届けた「署名収集についての公開質問状」（10 月 28 日付）に対

し、回答書（10 月３０日付け）をいただいています。その中で、貴殿は、『署名

は「新ごみ処理施設建設促進を求める小谷の会」が実施したものであり、公的

組織を使ったものではない』と述べています。 
 
しかしながら、貴殿は地区連絡員に『「新ごみ処理施設建設促進を求める小谷の

会」の署名活動への協力について』という依頼文書（添付資料１参照）を届け

ています。「村長が、自分の考えに沿った署名を公式に応援してどこが悪いの

か！」との、姿の見えない反論も耳に届いています。これらの事実には、住民

自治の根幹を揺るがす２つの重大な問題点があります。 
 
１．貴殿が住民団体の取り組む署名運動に関する協力依頼を行なったことで、

住民の請願権の性格がゆがめられています。署名の提出先が、貴殿と同じ立場

に立つ広域連合長・白馬村長なのですから、「やらせ」のそしりを免れません。 
 
２．行政組織を支える（白馬村の区長に相当する）連絡員への依頼が、自らに

有利なことは行政組織を使ってもよいと考える、著しく公共性（公正・公平）

を欠く判断です。また、一部とはいえ署名集めが回覧で行なわれたことや、署

名の届け先事務局が役場総務課庶務係（添付資料２参照）だったことに至って

は論外です。 
 
この２つの問題点について、２週間を目途に貴殿の誠意ある回答を求めます。 
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（添付資料１）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (添付資料２) 

 

 


